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日 時  ７月 ６日（日） 午前１０時００分 から 正午まで（予定） 

（午前９時３０分受付開始） 

場 所   サンレイクかすや さくらホール 

 

内 容  ・各事業報告（青少年育成、人権啓発、社明運動） 

・講 演  演 題  子どもの心の声に耳を傾ける 

～少年相談の現場から～ 

講 師  スクールカウンセラー 

元福岡県警察少年育成指導官 

             堀 井  智 帆   氏 

                         ○講師プロフィール （裏面参照） 

※ 当日は、手話通訳と要約筆記を実施します。 

主 催：粕屋町･粕屋町青少年育成町民の会・粕屋町人権教育審議会・粕屋町保護司会 

問合せ先：粕屋町社会教育課/地域共創課   電話：９３８－０２４３/938-0173 

７月は「青少年健全育成」「人権問題啓発」「社会を明るくする運動」

の強調月間です。粕屋町においては 

◎ 育てよう 心豊かな粕屋の子ども（青少年） 

◎「誰か」のこと じゃない。（人権） 

◎ 犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ（社明）   

のスローガンのもと、下記のような要領で大会を開催いたします。 

多くの皆様のご参加をお待ちしています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休みは、青少年の非行が起こりやすい時期です。この時期を間近にひかえ、 

子どもたちが心身ともに健全に育つよう、子どもにとって良好な環境を整え、 

地域が一体となった青少年の非行・被害防止のための取組を進めましょう。 

 

 

 

私たちは、誰もが幸福で生きがいのある生活をしたいと願っています。 

それにもかかわらず、私たちの周りにはいろんな人権侵害や不当な差別が 

今なお残っています。差別をなくし、お互いの人権を尊重しましょう。 

 

 

 

 

『社会を明るくする運動』とは、すべての人が犯罪や非行の防止と罪を犯した 

人たちの更生についての理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、 

犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする、全国的な運動です。 

７月は 青少年の非行・被害防止 
全国強調月間です 

 

７月は 人権問題啓発強調月間です 

７月は 社会を明るくする運動 
強調月間です 

【講師プロフィール】  

1977 年、横浜市に生まれる。児童養護施設勤務を経て、福岡県警察本部北九州少年

サポートセンター勤務。少年非行の根っこに寄り添い、その背後にある虐待の問題に取り

組み、延べ 2,000人の非行少年に向き合う。 

2020 年 10 月、NHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』に出演、大きな反響をよぶ。

2022年、同センターを退職。現在はフリーの立場で子ども相談、講演活動などを行う。 


